
柴田町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 
  令和５年７月１３日 
 
                        柴田町長  滝 口   茂 
 
柴田町条例第１２号 
 

   柴田町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 
柴田町子ども・子育て会議条例（平成２５年柴田町条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

改  正  後 改  正  前 

 

 （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第７２条第１項の規定に基づき、

柴田町子ども・子育て会議（以下「子ども・

子育て会議」という。）を置く。 

 

 （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第７７条第１項の規定に基づき、

柴田町子ども・子育て会議（以下「子ども・

子育て会議」という。）を置く。 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


